
瀬戸市告示第４１号 

平成２０年瀬戸市告示第３６号（瀬戸市の歳入について、その徴収又は

収納の事務を私人に委託した件）の一部を次のように改正し、令和６年４

月１日から施行する。  

令和６年３月２８日 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令

和６年政令第１２号。以下「改正令」という。）

第１条の規定による改正前の地方自治法施行令（

昭和２２年政令第１６号。以下「改正前令」とい

う。）第１５８条第１項、同令第１５８条の２第

１項、地方自治法の一部を改正する法律（令和５

年法律第１９号。以下「改正法」という。）附則

第４条の規定による改正前の児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第５６条第３項、改正法附

則第８条の規定による改正前の国民健康保険法（

昭和３３年法律第１９２号）第８０条の２、改正

法附則第１２条の規定による改正前の高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号

）第１１４条及び改正法附則第１３条の規定によ

る改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号

）第１４４条の２の規定に基づき、瀬戸市の歳入

について、その徴収又は収納の事務を次のとおり

私人に委託したので、改正前令第１５８条第２項

及び同令第１５８条の２第６項並びに改正令によ

る改正前の児童福祉法施行令（昭和２３年政令第

７４号）第４４条第１項、改正令による改正前の

国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２

号）第２９条の２３第１項、改正令による改正前

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１５８条第１項、同令第１５８条の２第１項、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６

条第３項、国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）第８０条の２、高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１４条

及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１

４４条の２の規定に基づき、瀬戸市の歳入につい

て、その徴収又は収納の事務を次のとおり私人に

委託したので、地方自治法施行令第１５８条第２

項、同令第１５８条の２第６項、児童福祉法施行

令（昭和２３年政令第７４号）第４４条第１項、

国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２

号）第２９条の２３第１項、高齢者の医療の確保

に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号

）第３３条第１項及び介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号）第４５条の７第１項の規定

により告示する。 

なお、平成１９年瀬戸市告示第４３号（本市の

歳入について、その徴収又は収納の事務を私人に

委託した件）は、廃止する。 



の高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成

１９年政令第３１８号）第３３条第１項及び改正

令による改正前の介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４５条の７第１項の規定によ

り告示する。 

なお、平成１９年瀬戸市告示第４３号（本市の

歳入について、その徴収又は収納の事務を私人に

委託した件）は、廃止する。 

委託する事務 委託を受ける者 

＜省略＞ 

一般廃棄物処理

手数料（燃える

ごみ・燃えない

ごみ・粗大ごみ

）の収納事務 

＜省略＞ 

株式会社スギ薬局（スギド

ラッグ汗干店、スギ薬局瀬

戸西山店、スギドラッグ瀬

戸菱野店、スギドラッグ瀬

戸陶原店、スギドラッグ水

野店、スギドラッグ尾張旭

中央店） 

＜省略＞ 

安永恵子（ファミリーマー

ト瀬戸東十三塚町店） 

 

＜省略＞ 

田中栄一（ローソン瀬戸内

田町店） 

＜省略＞ 

株式会社イトーヨーカ堂（

イトーヨーカ堂尾張旭店） 

＜省略＞ 

株式会社波多野耕文堂 

＜省略＞ 
 

委託する事務 委託を受ける者 

＜省略＞ 

一般廃棄物処理

手数料（燃える

ごみ・燃えない

ごみ・粗大ごみ

）の収納事務 

＜省略＞ 

株式会社スギ薬局（スギ薬

局汗干店、スギ薬局瀬戸西

山店、スギ薬局瀬戸菱野店

、スギ薬局陶原店、スギ薬

局水野店、スギドラッグ尾

張旭中央店） 

 

＜省略＞ 

安永恵子（ファミリーマー

ト瀬戸東十三塚町店） 

加藤剛（ミニストップ瀬戸

品野町店） 

＜省略＞ 

田中栄一（ローソン瀬戸内

田町店） 

二宮祥人（ローソン瀬戸上

之山町店） 

＜省略＞ 

株式会社イトーヨーカ堂 

尾張旭店 

＜省略＞ 

株式会社波多野耕文堂 

合資会社山宗商店 

＜省略＞ 
 

   


